
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
株
式
会

社

国

際

協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

今
次
改
正
の
適
用
に
当
た
り
、
経
済
安
全
保
障
推
進
法
第
五
条
の
「
経
済
活
動
に
与
え
る
影
響
」
を
考
慮
す
る
に

当
た

っ

て
は
、
経
済
成
長
に
及
ぼ
す
影
響
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の
事
業
活
動
に
お
け
る
自
主
性
を
尊
重
し
、

事
業

者
間

の
適
正
な
競
争
関
係
を
不
当
に
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

中
東
情
勢
に
よ
る
ナ
フ
サ
不
足
等
の
事
態
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
官
民
協
議
会
の
機
動
的
か
つ
積
極
的
な
活
用

を
始

め

と
し
た
官
民
連
携
や
供
給
源
の
多
角
化
等
の
リ
ス
ク
分
散
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
リ
ス
ク

に
対

し
、

よ
り
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
制
度
設
計
を
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三 

ク
ロ
ー
ド
ミ
ュ
ト
ス
を
始
め
と
し
た
高
度
化
す
る
Ａ
Ｉ
に
よ
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
の
経
済
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク

に
対

応

す
る
た
め
、
サ
イ
バ
ー
対
処
能
力
強
化
法
の
運
用
と
も
併
せ
、
本
法
の
基
幹
イ
ン
フ
ラ
役
務
の
安
定
的
な
提
供
の

確
保

に
関

す
る
制
度
に
お
い
て
十
分
な
対
応
が
可
能
か
ど
う
か
の
検
討
も
含
め
て
基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
ご
と
の
対
策
を
強
化
す
る

こ
と

。 

 

四 

二
及
び
三
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
附
則
第
七
条
第
一
項
に
基
づ
き
迅
速
な
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必

要

な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

令

和

八

年

六

月

九

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 

 



五 

特
定
重
要
物
資
の
供
給
源
の
多
角
化
・
特
定
国
依
存
の
低
減
を
更
に
進
め
る
た
め
、
同
盟
国
・
同
志
国
や
認
定
供

給
確

保

事
業
者
と
緊
密
に
連
携
し
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
強
靱
化
に
一
層
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

六 

医
薬
品
や
医
療
用
機
器
等
の
国
民
の
生
命
の
維
持
に
係
る
物
資
を
始
め
と
し
て
、
特
定
重
要
物
資
の
指
定
対
象
に

つ
い

て

は
引
き
続
き
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
な
お
、
平
時
か
ら
重
要
な
物
資
を
所
管
す
る
省
庁
に
お
い
て
、
関
係

団
体

等
と

緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
と
と
も
に
、
一
層
精
度
の
高
い
「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
調
査
」
を
実
施
す

る
体

制
を

整
備
す
る
こ
と
。 

 

七 

基
幹
イ
ン
フ
ラ
事
業
と
し
て
新
た
に
医
療
分
野
を
追
加
対
象
と
す
る
に
当
た
り
、
経
営
基
盤
が
ぜ
い
弱
な
医
療
機

関
に

対

す
る
財
政
面
を
含
め
た
一
層
の
支
援
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

八 

指
定
基
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
特
定
重
要
技
術
の
研
究
開
発
の
促
進
及
び
そ
の
成
果
の
適
切
な
活
用
の
た

め
の

資

金
に
限
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の
用
途
を
含
む
基
金
の
指
定
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
。 

 

九 

特
定
海
外
事
業
の
促
進
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
基
本
指
針
に
お
い
て
、
支
援
対
象
と
な
る
事
業
の
考
え
方

と
と

も

に
、
中
小
企
業
や
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
含
む
多
様
な
主
体
に
対
し
て
支
援
で
き
る
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
を
で
き
る

限
り

分
か

り
や
す
く
示
す
こ
と
。
な
お
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
以
下
「
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
の
一
般
業
務
勘
定

及
び

特
別

業
務
勘
定
に
係
る
劣
後
的
政
府
貸
付
け
は
、
経
済
安
全
保
障
上
重
要
な
事
業
へ
の
支
援
の
適
切
な
遂
行
に
必
要
な

範
囲

に
限

定
す
る
こ
と
。 

 

十 

認
定
特
定
海
外
事
業
促
進
業
務
の
対
象
案
件
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
審
査
を
行
っ
た
上
で
認
定
を
行
い
、
仮
に
損

失
が

生

じ
た
場
合
に
は
、
企
業
の
個
別
情
報
保
護
等
へ
の
配
慮
の
必
要
性
や
国
民
へ
の
説
明
責
任
の
在
り
方
と
の
バ
ラ
ン

ス
を

考
慮

し
な
が
ら
、
公
表
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
対
象
案
件
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
の
実
施

が
現

地
の

環
境
や
健
康
に
与
え
る
影
響
等
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 



 
十
一 

認
定
特
定
海
外
事
業
促
進
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
の
現
行
業
務
の
財
務
の
健
全
性
に

悪
影

響

を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
が
審
査
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
含
め
て
着
実
に
実
施
で
き

る
よ

う
、

海
外
事
業
に
精
通
し
た
人
材
の
確
保
、
育
成
等
を
含
め
た
組
織
体
制
の
強
化
及
び
財
政
面
で
必
要
な
支
援
に
取
り
組

む
こ

と
。 

 

十
二 

内
閣
府
が
設
立
準
備
を
行
っ
て
い
る
重
要
技
術
戦
略
研
究
所
（
仮
称
）
に
加
え
、
総
合
的
な
経
済
安
全
保
障
シ

ン
ク

タ

ン
ク
機
能
を
独
立
行
政
法
人
経
済
産
業
研
究
所
に
創
設
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
両
機
関
が
併
存
す
る
こ
と
に
伴
う

調
査

研
究

対
象
の
重
複
や
人
材
、
資
金
面
に
お
け
る
非
効
率
性
が
生
じ
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
な
お
、
経
済
安

全
保

障
法

制
に
関
す
る
有
識
者
会
議
の
提
言
に
お
い
て
、
両
機
関
は
、
近
い
将
来
統
合
す
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
受
け

止
め

、
そ

の
趣
旨
が
生
か
さ
れ
る
よ
う
、
統
合
に
つ
い
て
早
急
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


